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（別紙３） 

民間事業者が関東財務局等に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な 

措置、その他請負事業の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき 

措置に関する事項 

１．民間事業者が関東財務局等に報告すべき事項、関東財務局等の指示による講ずべき措置 

 ① 報告等 

 民間事業者は、請負事業の実施に当たって求められるサービスの質の確保がなされ 

ていることを確認するため、次のイからトについて、報告を行うものとする。 

 また、関東財務局は、報告を受け、業務の適正かつ確実な実施を確保するため、必 

要に応じて、民間事業者との情報交換の場を設けるものとする。 

イ．民間事業者は、事業開始日から起算して３か月を経過するごとに、経過の日から 

 １か月以内に、請負事業の実施状況を関東財務局に報告しなければならない。 

ロ．試験会場における事故や急病及び（別紙１）２．④の各号に抵触する行為につい 

 ては、民間事業者は迅速に対応すると同時に速やかに関東財務局に報告しなければ 

 ならない。 

ハ．審査会事務局が授受した答案用紙の回収数の正確性に疑義があり、審査会事務局 

 から報告を求められたときは、民間事業者はこれに応じなければならない。 

ニ．試験日以降、関東財務局に寄せられた請負事業に関するクレームや問い合わせに 

 ついて、関東財務局から報告を求められたときは、民間事業者はこれに応じなけれ 

 ばならない。 

ホ．民間事業者は、請負事業の実施期間を通じ、受験者等関係者からのクレームやト 

 ラブルが生じた場合には、その内容及び対処方法を速やかに関東財務局に報告しな 

 ければならない。 

ヘ．民間事業者は、請負事業の実施に要した経費について、各年の短答式（２回）及 

 び論文式の試験日及び請負事業を終了し若しくは中止した日が属する月の翌月末ま 

 でに、関東財務局に報告しなければならない。 

ト．民間事業者は、部分払の請求を行う場合において、当該請求に係る経費について、 

 当該業務を終了した日が属する月の翌月末までに、関東財務局に報告しなければな 

 らない。 

 ② 調査 

イ．関東財務局は、請負事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認 

 めるときは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 

 51 号。以下「法」という）第 26 条第１項に基づき、民間事業者に対し、必要な報告 

 を求め、又は事務所に立ち入り、請負事業の実施の状況若しくは帳票、書類その他 
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 の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

ロ．立入検査をする関東財務局の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26条 

 第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す 

 証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。 

 ③ 指示 

 関東財務局は、請負事業を適正かつ的確に実施させるために、民間事業者に対し、 

必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

２．秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

 ① 民間事業者は、関東財務局の与えた指示及び請負契約の遂行上知り得た関東財務局 

  の秘密情報（書面等をもって関東財務局が民間事業者に提供した情報及び関東財務局 

  の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。 

  以下「秘密情報」という。）の機密性を保持し、これを請負契約の履行以外の目的に使 

  用し、又は第三者に開示してはならない。 

 ② 民間事業者は、請負業務及び①にて秘密保持義務を負っている関東財務局の秘密情 

  報が化体されたソフトウェア、図面、書類、データ等を、請負契約履行のために必要 

  な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。 

 ③ 民間事業者は、自らの従事者その他の者に対して、①、②及び⑥の義務を遵守させ 

  るために必要な措置をとらなければならない。 

 ④ 民間事業者が①、②、③及び⑥の義務に違反した場合には、関東財務局は民間事業 

  者に対して、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約罰として請求することがで 

  きる。この場合、民間事業者は、関東財務局が実際に被った損害について、３の⑫に 

  規定する損害賠償責任を免れないものとする。 

 ⑤ ①から④の規定は、請負契約終了後においても適用されるものとする。 

 ⑥ 個人情報に関する取扱いについては、①から⑤に掲げるほか、平成 25 年 12 月２日 

  付公認会計士試験事業民間競争入札実施要項（別紙３）の取扱いを遵守しなければな 

  らない。 

３．談合等の不正行為及び違約金 

 ① 民間事業者は、請負契約に関して、民間事業者又は民間事業者の代理人が次の各号 

  の一に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を関東財務局に提出 

  しなければならない。 

  イ．公正取引委員会が、民間事業者又は民間事業者の代理人に対して私的独占の禁止 

   及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」と 

   いう。）第７条又は第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の 

   場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同 
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   法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付 

   命令を行ったとき、又は同法第７条の２第 18 項若しくは 21 項の規定による課徴金 

   の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

  ロ．民間事業者又は民間事業者の代理人（民間事業者又は民間事業者の代理人が法人 

   の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治 40 年法律第 45号）第 96条 

   の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号 

   の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

 ② 民間事業者は、請負契約に関し、次の各号の一に該当するときは、関東財務局が契 

  約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する 

  額を違約金として関東財務局が指定する期日までに支払わなければならない。 

  イ．公正取引委員会が、民間事業者又は民間事業者の代理人に対して独占禁止法第７ 

   条又は第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限 

   る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66条第４項 

   の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 

  ロ．公正取引委員会が、民間事業者又は民間事業者の代理人に対して独占禁止法第７ 

   条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に 

   よる課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第４項の規定による当 

   該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 

  ハ．公正取引委員会が、民間事業者又は民間事業者の代理人に対して独占禁止法第７ 

   条の２第 18項若しくは第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行 

   ったとき。 

  ニ．民間事業者又は民間事業者の代理人（民間事業者又は民間事業者の代理人が法人 

   の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法第 96 条の６若しくは第 198 条又は 

   独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定した 

   とき。 

 ③ 民間事業者は、②のニに規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するとき 

  は、②の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の５に相当す 

  る額を違約金として関東財務局が指定する期日までに支払わなければならない。 

  イ．公正取引委員会が、民間事業者又は民間事業者の代理人に対して独占禁止法第７ 

   条の２第１項及び第７項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 

   条第４項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 

  ロ．当該刑の確定において、民間事業者が違反行為の首謀者であることが明らかにな 

   ったとき。 

  ハ．民間事業者が関東財務局に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨 

   の誓約書を提出しているとき。 

 ④ 民間事業者は契約の履行を理由として、②、③の違約金を免れることができない。 
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 ⑤ ②及び③の規定は、４の⑫に定める損害の額が違約金を超過する場合において、関 

  東財務局がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 

４．その他契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

 ① 請負事業の開始及び中止 

イ．民間事業者は、締結された契約に定められた事業開始日に請負事業を開始しなけ 

 ればならない。 

ロ．民間事業者は、やむを得ない理由により請負事業を中止しようとするときは、あ 

 らかじめ書面をもって関東財務局と協議の上、承認を受けなければならない。 

 ② 公正な取扱い 

イ．民間事業者は、請負事業の実施において受験申請者を合理的な理由なくして区別 

 又は差別してはならない。 

ロ．民間事業者は、請負事業を実施している間、親会社等を含め、公認会計士試験に 

 関する受験指導並びに試験問題、受験者及び合格者等の調査、分析等を行ってはな 

 らない。 

ハ．民間事業者の役職員（請負事業に従事している者に限る。）及びその親族（配偶者、 

 親子、兄弟姉妹）は、請負事業に従事する試験年の公認会計士試験に申し込み、又 

 は受験をしてはならない。 

 ③ 金品等の授受の禁止 

 民間事業者は、正当な理由なく、請負事業において金品等を受け取ること又は与え 

ることをしてはならない。 

 ④ 宣伝行為の禁止 

 民間事業者及びその事業に従事する者は、「金融庁」、「公認会計士・監査審査会」及 

び「関東財務局」の名称、ロゴや「公認会計士試験」の名称などを請負事業以外の自 

ら行う事業の宣伝に用いてはならない（一般的な会社案内資料において列挙される事 

業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。）。また、自ら行 

う事業が公認会計士試験の業務の一部であるかのように誤認のある行為をしてはなら 

ない。 

 ⑤ 関東財務局との契約によらない自らの事業の禁止 

 民間事業者は、試験会場において、自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約 

（関東財務局との契約に基づく事業を除く。）に基づき実施する事業を行ってはならな 

い。 

 ⑥ 取得した個人情報の活用の禁止 

 民間事業者は、請負事業によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は関東財務 

局以外の者との契約（請負事業を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に 

基づき実施する事業に用いてはならない。 
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 ⑦ 記録及び帳簿 

 民間事業者は、請負事業の実施状況に関する記録及び帳簿書類を作成し、請負事業 

を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、保管しなければ 

ならない。 

 ⑧ 権利の譲渡等 

イ．民間事業者は、請負契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡し 

 てはならない。 

ロ．民間事業者は、請負事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触す 

 るときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。 

 ⑨ 再委託 

イ．民間事業者は、請負事業の実施に当たり、その全部を一括して第三者に再委託し 

 てはならない。 

ロ．民間事業者は、請負事業の実施に当たり、その一部について第三者に再委託を行 

 う場合は、再委託先を明らかにした上で再委託先に委託する業務の範囲、再委託を 

 行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力及び報告徴収、個人情報の管理 

 その他運営管理方法について、あらかじめ関東財務局と書面により協議の上、承認 

 を得るものとする。 

ハ．民間事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先 

 を明らかにした上で、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性 

 及び必要性、再委託先の履行能力及び報告徴収、個人情報の管理その他運営管理方 

 法について、あらかじめ関東財務局と書面により協議の上、承認を得るものとする。 

ニ．民間事業者は、上記ロ又はハにより再委託を行う場合には、再委託先から必要な 

 報告を徴収し、関東財務局に提出することとする。 

ホ．民間事業者は、上記ロ又はハにより再委託を行う場合には、再委託をした業務に 

 伴う再委託先の行為につき、関東財務局に対して全ての責任を負う。 

ヘ．民間事業者は、再委託先をして、２及び３の②から⑧までに掲げる事項について 

 は、民間事業者と同様の義務を負わしめるよう、必要な措置をとるものとする。 

ト．民間事業者は、本業務の一部を再委託先に委託する場合、３の⑪リからソまでの 

 いずれかに該当する者（以下、「解除対象者」という）を、再委託先、再委託先がそ 

 の委託を受けた本業務を更に第三者に委託する場合の当該第三者（その後に委託が 

 行われる場合の全ての委託先を含み、再委託先と併せて、以下「後続委託先」と総 

 称する。）、又は後続委託先がその委託を受けた本業務を履行する上で締結する全て 

 の契約（本業務の委託に係る契約を含み、以下「委託先契約」と総称する。）の相手 

 方（後続委託先と併せて、以下「後続委託先等」と総称する。）としないことを確約 

 する。 

チ．民間事業者は、委託先契約の契約締結後に後続委託先等が解除対象者であること 
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 が判明したときは、自ら当該後続委託先等（以下「解除対象後続委託先等」という。） 

 と締結している委託先契約を直ちに解除するとともに、後続委託先等をして解除対 

 象後続委託先等と締結している委託先契約を直ちに解除せしめるものとする。 

 ⑩ 契約内容の変更 

 関東財務局及び民間事業者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようと 

する場合は、あらかじめ変更の理由を書面でもって提示し、協議の上、承認を得るも 

のとする。 

 ⑪ 契約の解除 

 関東財務局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること 

ができる。 

 関東財務局が契約を解除した場合には、民間事業者は、当該契約の金額の 100 分の 

10 に相当する金額を違約金として関東財務局が指定する期日までに関東財務局に納付 

するとともに、関東財務局との協議に基づき、請負事業の処理が完了するまでの間、 

責任を持って当該処理を行わなければならない。 

 前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるもの 

ではない。 

イ．偽りその他不正の行為により落札者となった場合。 

ロ．法第 14条第 2項第 3号又は法第 15条において準用する法第 10 条の規定により民 

 間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。 

ハ．重度の不備により試験の有効性に影響を及ぼした場合など契約に従って請負事業 

 を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになっ 

 たとき。 

ニ．ハに掲げる場合のほか契約において定められた事項について重大な違反があった 

 とき。 

ホ．法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき 

ヘ．法令又は契約に基づく検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して答弁 

 せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

ト．法令又は契約に基づく指示（３に掲げる措置を履行しなかった場合を含む。）に違 

 反したとき。 

チ．民間事業者又はその役職員その他請負事業に従事する者が、法令又は契約に違反 

 して、請負事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用した場合。 

リ．民間事業者の役員等（民間事業者が個人である場合はその者、法人である場合は 

 役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体 

 である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。） 

 が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条 
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 第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

ヌ．民間事業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又 

 は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している 

 とき。 

ル．民間事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便 

 宜を供与する等の方法で、直接又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関 

 与しているとき。 

ヲ．民間事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 

 に利用するなどしているとき。 

ワ．民間事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有 

 しているとき。 

カ．民間事業者が、自ら又は第三者を利用して、関東財務局に対して暴力的な要求行 

 為をしたとき。 

ヨ．民間事業者が、自ら又は第三者を利用して、関東財務局に対して法的な責任を超 

 えた不当な要求行為をしたとき。 

タ．民間事業者が、自ら又は第三者を利用して、本業務に関して関東財務局に対して 

 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。 

レ．民間事業者が、自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて関東財務局の 

 業務を妨害する行為をしたとき。 

ソ．カからレまでの行為に準ずる行為をしたとき。 

ツ．財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる事由があるとき。 

ネ．破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清 

 算に入ったとき。 

ナ．後続委託先等が解除対象者であることを知りながら委託契約を締結し、若しくは 

 後続委託先等が解除対象者と委託先契約を締結することを承認したとき、又は委託 

 先契約の締結後に後続委託先等が解除対象者であることが判明したときに、自ら解 

 除対象後続委託先等と締結している委託先契約を解除せず、若しくは後続委託先等 

 をして解除対象後続委託先等と契約している委託先契約を解除せしめる措置を講じ 

 ないとき。 

 ⑫ 損害賠償 

 民間事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、関東財務局に損 

害を与えた場合は、関東財務局に対し、一切の損害を賠償するものとする。 

 この損害には、関東財務局が民間事業者に対し履行を求める一切の費用、国民等か 

ら、不服申立て等が提起された場合において関東財務局が国民等に支払いを要する金 

額及び関東財務局が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらの 

ために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 
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 ⑬ 不可抗力免責、危険負担 

 民間事業者は、上記事項にかかわらず、民間事業者の責めに帰することができない 

事由により請負事業の全部又は一部の実施が遅滞し、または不能となった場合、関東 

財務局及び民間事業者は、これによって生じた損害の費用負担について、協議する。 

 ⑭ 契約の解釈 

 契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と関東財務局が 

協議する。 


